
 

 

児童発達支援センター機能強化事業について（概要） 

 

１ 事業の目的 

児童発達支援センターが地域における障害児療育支援の中核的な役割を果たせるよ

う、機能強化に向けた支援を行うこと 

 

２ 事業の内容 

児童発達支援センターが、同一の障害保健福祉圏域にある他の児童発達支援事業所、

放課後等デイサービス事業所、特別支援学校、保育所、幼稚園、児童相談所、保健所、

市町村等とのネットワークを構築し、情報共有のための会議を開催したり、職員の資質向

上のための研修を実施する場合に、県がその経費を補助する。 

 

※ 平成２６年度から３年間のモデル事業として実施する。 

 

３ 補助額 

  １ヶ所あたり １００千円 

（定額。ただし、実支出額が１００千円を下回る場合は、実支出額を補助額とする。） 

 

４ 補助対象先   ２ヶ所 

   ※ 単年度ごとに希望する児童発達支援センターから事業計画書の提出を受け、千葉

県障害福祉課が補助対象先を選定する。なお、選定に当たっては千葉県発達障害

者支援センター（ＣＡＳ）の意見を聞く。 

 

５ その他の留意事項 

補助対象先として選定された児童発達支援センターは、事業の実施にあたり必要に応

じて、ネットワーク会議への参加等を通じた千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）の助

言等を受けられます。 

資料２ 


